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大
成
教
禊
大
教
院
長
井
上
祐
鐵
の
生
涯

―
岸
本
昌
熾
『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』・『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』
の
翻
刻
と
紹
介
―

荻

原

　

稔

は
じ
め
に

　

天
保
期
の
江
戸
近
郊
で
神
道
的
な
民
衆
教
化
活
動
を
行
っ
た
武
蔵

国
足
立
郡
梅
田
村
（
現
在
の
足
立
区
梅
田
）
の
神
明
宮
神
主
井
上
正
鐡

（
一
七
九
〇
～
一
八
四
九
）
は
、
寺
社
奉
行
に
よ
る
取
締
を
受
け
て
、

三
宅
島
へ
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
継
者
た
ち
は
、

度
重
な
る
取
締
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
明
治
に
至
る
ま
で
活
動
を
継
続

し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
教
部
省
に
よ
り
「
吐
菩
加
美
講
」

と
し
て
布
教
を
公
認
さ
れ
、
や
が
て
「
大
成
教
禊
教
」
及
び
「
禊

教
」
と
し
て
教
派
神
道
の
一
部
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
岸
本
昌
熾
著
『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』、『
井
上
祐
鐵

先
生
年
譜
稿
』
は
、
井
上
正
鐡
の
弟
で
あ
る
高
橋
熊
蔵
（
井
手
立
志
）

の
子
で
あ
っ
て
、
実
父
の
死
に
よ
り
、
正
鐡
の
養
子
と
な
っ
た
井
上

祐
鐵
（
一
八
二
六
～
一
九
〇
〇
）
の
伝
記
資
料
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、

養
父
が
取
締
を
受
け
た
後
に
は
、
生
活
難
の
な
か
で
各
地
を
放
浪
し
、

明
治
五
年
の
吐
菩
加
美
講
の
公
認
後
に
な
っ
て
梅
田
村
に
戻
っ
た
。

そ
し
て
、
養
父
井
上
正
鐡
の
遺
骨
の
三
宅
島
か
ら
の
帰
還
と
養
母
安

西
男
也
の
最
期
を
看
取
っ
た
後
に
は
、
教
祖
の
血
縁
と
し
て
大
成
教

禊
教
の
統
合
の
中
心
的
役
割
を
期
待
さ
れ
た
。『
井
上
正
鐡
眞
傳
記（

（
（

』

の
著
者
と
さ
れ
、
直
門
筆
頭
の
野
澤
鐵
教
（
一
八
一
四
～
一
八
七
五
）

の
指
導
を
受
け
て
、
教
化
活
動
に
も
従
事
し
た
。
今
日
で
は
、『
井

上
正
鐡
眞
傳
記
』
の
著
者
で
あ
る
こ
と
と
足
立
区
梅
田
の
遍
照
院
境

内
に
墓
所
が
あ
る
こ
と
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
岸
本
昌
熾
の
遺
族
で
あ
る
岸
本
昌
良
氏

（
日
本
大
学
講
師
）
か
ら
、
筆
者
が
本
書
は
じ
め
岸
本
家
所
蔵
の
稿
本

の
研
究
を
委
嘱
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
た
び
紹
介
す
る
に
至
っ

史
料
紹
介
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た
も
の
で
あ
る（

（
（

。

『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』・『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』
と
著

者
岸
本
昌
熾

　
『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』
及
び
『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』
は
、
岸

本
昌
熾
の
著
に
な
る
自
筆
本
で
あ
る
。
岸
本
昌
熾
は
、
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
に
、
譜
代
大
名
の
西
尾
家
（
江
戸
後
期
に
は
遠
江
横
須
賀

藩
主
）
の
藩
士
で
あ
っ
た
岸
本
家
の
姻
戚
の
本
橋
家
に
生
ま
れ
て
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
、
岸
本
家
の
養
子
に
な
っ
た
。
明
治
十

三
年
（
一
八
八
〇
）
に
警
視
庁
等
外
二
等
出
仕
と
な
り
、
千
住
警
察

署
に
て
署
員
巡
査
一
般
に
漢
学
を
教
授
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治

十
九
年
に
宮
内
省
臨
時
編
纂
所
臨
時
雇
と
な
っ
た
が
、
二
十
一
年
に

は
能
水
商
会
を
設
立
し
、
学
問
と
実
業
を
両
立
さ
せ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
二
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
ま
で
は
大
蔵
省
総
務
局
監
察
課
雇

を
務
め
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
六
十
歳
で
没
し
た（

（
（

。
お

そ
ら
く
、
千
住
警
察
署
勤
務
時
代
に
、
当
時
梅
田
村
で
布
教
に
あ

た
っ
て
い
た
井
上
祐
鐡
に
入
門
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
祐
鐡
が
指
導
を
受
け
て
い
た
野
澤
鐵
教
を
「
先
師
」
と
し
て

そ
の
経
歴
を
伝
記
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
梅
辻
規
清
を
教
祖
と
す
る

「
神
習
教
二
葉
教
会
」
も
組
織
し
て
お
り
、
井
上
正
鐡
と
梅
辻
規
清

の
両
方
の
教
化
活
動
に
関
わ
っ
た
痕
跡
が
あ
る（

（
（

。

　
『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
三
月
に

書
き
上
げ
ら
れ
た
。
縦
二
七
・
五
㎝
、
横
一
八
・
五
㎝
で
、
表
紙
含

め
十
五
丁
の
縦
本
で
あ
り
、
片
面
八
行
に
浄
書
さ
れ
た
本
で
あ
っ
て

書
入
れ
等
は
な
い
。『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』
は
、
筆
者
に
よ
る

校
正
が
繰
り
返
し
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
十
九
年
の
項
目
ま

で
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』
の

執
筆
に
先
立
っ
て
、
年
譜
の
編
集
を
進
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
縦

二
四
・
五
㎝
、
横
一
六
・
五
㎝
で
、
表
紙
含
め
十
六
丁
の
縦
本
で
あ

り
、
片
面
に
概
ね
八
行
で
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
の
筆
に
よ
る

付
箋
や
数
回
の
校
正
が
施
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
最
終
校
正
に
基
づ

い
て
翻
刻
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
聞
き

書
き
と
思
わ
れ
る
事
項
な
ど
、
初
期
の
井
上
正
鐡
門
中
と
井
上
家
の

状
況
が
わ
か
る
が
、『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』
が
概
略
的
で
あ
る
の
に

対
し
て
、『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』
で
は
関
係
者
の
名
前
な
ど
も

明
記
さ
れ
て
い
て
詳
細
で
あ
る
。

両
書
と
関
連
資
料
を
ふ
ま
え
た
井
上
祐
鐵
の
生
涯

　

井
上
祐
鐵
の
生
涯
は
、
大
き
く
五
つ
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。

㊀　

�

実
父
母
と
生
活
し
た
幼
年
期
（
文
政
九
年
か
ら
十
三
年
の
五

年
間
）

㊁　
�

養
父
母
と
生
活
し
た
少
年
期
（
文
政
十
三
年
か
ら
天
保
十
四

年
の
十
四
年
間
）

㊂　

�

江
戸
で
転
住
し
た
青
・
壮
年
期
（
天
保
十
四
年
か
ら
慶
応
四
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年
ま
で
の
二
十
四
年
間
）

㊃　
�

常
陸
に
住
ん
だ
壮
年
期
（
慶
応
四
年
か
ら
明
治
五
年
ま
で
の

五
年
間
）

㊄　

�
梅
田
村
に
住
ん
だ
老
年
期
（
明
治
五
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で

の
二
十
八
年
間
）

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
時
期
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
と
史
料
等
に
よ
る

コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
こ
う
。

　

㊀
　
実
父
母
と
生
活
し
た
幼
年
期　
　

井
上
祐
鐡
は
、
父
井
出
立

志
と
母
サ
ト
の
子
と
し
て
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
十
一
月
二
十

八
日
に
、
葛
飾
郡
砂
村
亀
高
村
（
現
在
の
江
東
区
東
陽
町
）
で
生
ま
れ

た
。
そ
こ
は
祖
父
に
あ
た
る
安
藤
眞
鐡
が
隠
居
し
て
い
た
地
で
あ
る
。

父
の
高
橋
熊
蔵
・
井
出
立
志
（
一
七
九
三
～
一
八
三
〇
）
は
、
正
鐡
の

三
歳
下
の
弟
で
あ
り
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
十
月
に
叔
母
の
家

で
あ
る
高
橋
家
の
養
子
と
な
っ
た
が
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
五

月
に
は
「
身
持
不
相
改
」
と
し
て
、
祖
母
（「
義
士
之
内
木
村
岡
右
衛

門
女
」）
の
願
い
に
よ
り
久
離
義
絶
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

高
橋
家
と
離
縁
後
に
、
母
の
実
家
で
あ
る
井
出
家
の
養
子
と
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
久
離
義
絶
を
正
式
に
許
さ
れ
た
の
は
文
政
十
年
（
一

八
二
七
）
七
月
に
眞
鐡
が
死
去
し
た
時
だ
っ
た
か
ら
、
祐
鐡
（
立
太
）

が
生
ま
れ
た
頃
に
は
、
眞
鐡
が
井
出
立
志
一
家
を
自
分
の
隠
居
所
に

内
々
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
父
の
井
出
立
志

が
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
正
月
に
三
十
八
歳
で
死
去
す
る
際
に
、

兄
で
あ
る
正
鐡
に
遺
児
を
託
す
よ
う
に
遺
言
し
た
と
い
う（

（
（

。
母
サ
ト

の
出
自
や
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
。

　

㊁
　
養
父
母
と
生
活
し
た
少
年
期　
　

文
政
十
三
年
・
天
保
元
年

（
一
八
三
〇
）
に
、
井
上
正
鐡
の
養
子
と
な
っ
て
江
戸
な
ど
で
生
活
を

共
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
養
父
の
正
鐡
が
取
締
を
避
け
て
遁
走

し
た
時
に
は
、
放
置
さ
れ
て
生
活
に
困
窮
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し

い
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
十
一
月
に
は
、
信
濃
国
佐
久
郡
追
分

驛
（
現
在
の
現
在
の
軽
井
沢
町
）
に
転
居
し
、
六
年
（
一
八
三
四
）
三
月

に
は
、
江
戸
に
帰
っ
て
日
本
橋
檜
物
町
に
住
ん
だ
。
そ
の
後
、
お
玉

が
池
に
移
っ
た
が
、
九
年
（
一
八
三
八
）
三
月
に
は
、
野
澤
鐡
教
の

指
導
に
よ
り
祓
修
行
を
行
じ
て
い
る
。
翌
十
年
（
一
八
三
九
）
五
月

に
は
、
正
鐡
は
家
族
を
置
い
た
ま
ま
越
後
に
逃
げ
た
の
で
、
六
月
に

は
日
本
橋
槙
町
眼
科
医
馬
島
瑞
伯
の
童
僕
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の

馬
島
氏
は
正
鐡
か
ら
の
書
簡
の
宛
名
に
出
て
く
る
「
馬
島
方
庵（

（
（

」
と

関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
門
中
に
よ
る
生
活
支
援
が
行
わ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
し
て
、
十
二
月
に
一
旦
帰
っ
た
正
鐡
と
と
も
に
越
後
國

刈
羽
郡
高
尾
村
（
現
在
の
柏
崎
市
）
に
移
っ
た
。
こ
の
辺
の
事
項
は
、

正
鐡
の
伝
記
に
は
な
い
詳
細
な
経
過
が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
冬

を
過
ご
し
た
一
家
は
天
保
十
一
年
三
月
に
江
戸
に
戻
っ
て
難
波
町
門

人
三
浦
政
吉
の
家
に
寄
寓
し
た
後
、
四
月
に
は
教
化
活
動
を
本
格
的

に
開
始
し
た
足
立
郡
梅
田
村
（
現
在
の
足
立
区
）
の
神
明
社
に
住
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。
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㊂
　
江
戸
で
転
住
し
た
青
・
壮
年
期　
　

養
父
の
正
鐡
は
二
度
に

わ
た
る
取
締
の
末
に
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
二
月
に
遠
島
を

命
ぜ
ら
れ
て
、
五
月
に
は
三
宅
島
に
出
立
し
た
の
だ
が
、
祐
鐡
は
そ

の
間
の
三
月
に
結
婚
し
た
。
や
が
て
子
供
も
で
き
た
が
、
生
活
は
安

定
す
る
こ
と
な
く
、
旗
本
興
津
家
や
村
越
家
に
寄
寓
し
、
さ
ら
に
弘

化
三
年
に
足
立
家
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
を
正
鐡
に
咎
め
ら
れ
た
も

の
の
離
縁
も
で
き
ず
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
正
鐡
死
去
の
報

に
接
し
て
精
神
に
異
常
を
き
た
し
て
、
座
敷
牢
に
一
年
余
り
入
れ
ら

れ
た
末
に
離
縁
し
た
。
そ
の
後
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
か
ら
の

十
年
間
は
本
郷
に
住
ん
で
手
工
業
を
行
っ
て
一
家
を
支
え
た
が
、
そ

の
間
に
二
度
に
わ
た
っ
て
養
母
の
安
西
男
也
が
取
締
の
危
機
に
遭
い
、

付
き
添
っ
て
上
州
門
中
の
渋
澤
家
や
高
橋
家
に
逃
難
し
た
。
文
久
年

間
に
は
、
浜
町
で
役
人
の
下
役
と
な
っ
た
り
、
小
川
町
で
商
業
に
従

事
し
た
り
し
た
の
ち
に
、
旗
本
の
萩
原
氏
に
寄
寓
し
た
。

　

㊃
　
常
陸
に
住
ん
だ
壮
年
期　
　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五
月

に
は
、
萩
原
氏
の
所
領
で
あ
る
常
陸
国
新
治
郡
蓮
沼
村
（
現
在
の
つ

く
ば
市
）
に
移
住
し
、
名
主
の
広
瀬
太
兵
衛
の
下
で
神
事
と
農
業
を

営
ん
で
、
五
年
間
ほ
ど
暮
ら
し
た
。
な
お
、
明
治
初
期
に
編
纂
さ
れ

た
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
で
は
領
主
は
萩
原
氏
で
は
な
く
堀
氏
と

な
っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
。

　

㊄
　
梅
田
村
に
住
ん
だ
老
年
期　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
一

月
、
養
母
安
西
男
也
の
病
報
に
接
し
て
、
常
陸
か
ら
梅
田
村
に
帰
り
、

留
守
を
預
か
っ
て
い
た
井
上
善
弥
（
越
後
国
刈
羽
郡
高
尾
村
の
村
田
喜

三
郎
の
弟
）
と
交
代
し
た
が
、
善
弥
は
十
一
年
四
月
に
没
し
、
そ
の

年
の
十
月
十
八
日
に
は
養
母
男
也
も
没
し
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
八
月
に
は
「
吐
菩
加
美
講
」
と
し
て
布
教
の
公
認
を
得
て
い
た

が
、
八
年
（
一
八
七
五
）
十
二
月
廿
五
日
に
教
導
職
試
補
と
な
っ
て

布
教
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、
十
七
年
八
月
の
教
導
職
官
制
廃
止

後
は
大
成
教
に
所
属
し
て
、
二
十
七
年
五
月
に
は
権
大
教
正
ま
で
昇

進
し
た
。
ま
た
、
二
十
二
年
五
月
に
梅
田
村
に
置
か
れ
た
禊
教
総
本

院
が
二
十
五
年
三
月
に
禊
大
教
院
と
改
称
さ
れ
、
二
十
八
年
二
月
に

は
、
井
上
祐
鐡
が
大
成
教
禊
大
教
院
長
と
な
っ
て
い
る（

（
（

。
だ
が
、
東

宮
千
別
を
中
心
と
す
る
大
成
教
禊
教
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
円
滑
で

あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
、
正
鐡
の
改
葬

の
計
画
が
開
始
さ
れ
る
と
三
宅
島
ま
で
渡
っ
て
遺
骨
の
帰
還
を
果
た

し
た
が
、
遺
族
と
し
て
は
梅
田
村
へ
の
改
葬
を
主
張
し
て
谷
中
墓
地

へ
の
墓
地
建
設
に
は
反
対
し
た
た
め
に
、
反
感
を
買
っ
た
と
い
う（

（
（

。

　

天
保
十
四
年
三
月
に
十
八
歳
で
結
婚
し
た
ノ
ブ
と
の
間
に
二
男
二

女
が
あ
り
、
長
女
ス
ズ
と
次
女
マ
ン
は
嫁
い
だ
が
、
長
男
道
之
助
は

行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
嗣
子
と
な
っ
た
二
男
鐵
男
も
二
十
五
年
八
月

に
没
し
た
。
明
治
十
三
年
に
五
十
五
歳
で
後
妻
の
ヤ
ホ
と
結
婚
し
、

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
一
月
九
日
に
七
十
五
歳
で
没
し
た
。



166明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 55 号〕平成 30 年 11 月

ま
と
め

　

今
回
翻
刻
す
る
こ
と
が
で
き
た
資
料
は
、
基
本
的
に
は
本
人
の
か

ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
取
締
や
干
渉
に
敏
感

に
対
応
し
て
活
動
を
進
め
て
い
た
実
態
が
、
家
族
の
立
場
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
た
し
、
困
難
な
生
活
も
門
中
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て

辛
う
じ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
明
治
に

な
っ
て
布
教
公
認
を
受
け
て
か
ら
、
教
派
神
道
の
体
制
が
確
立
し
て

い
く
時
期
に
お
い
て
、
井
上
祐
鐡
は
大
成
教
禊
教
の
統
合
を
象
徴
す

る
役
割
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
統
合
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

で
あ
る
谷
中
奥
津
城
の
建
設
に
は
反
対
し
て
い
た
と
い
う
複
雑
な
事

情
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
後

期
に
発
生
し
た
民
衆
教
化
の
活
動
が
、
社
会
や
制
度
の
変
化
に
対
応

し
て
い
く
一
つ
の
事
例
を
、「
教
祖
」
の
遺
族
と
さ
れ
た
井
上
祐
鐡

と
い
う
人
物
の
生
涯
を
通
じ
て
み
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註（1
）　

井
上
祐
鐡
著
『
井
上
正
鐡
眞
傳
記
』
は
、
明
治
十
年
に
刊
行
さ
れ

た
が
、
井
上
祐
鐡
著
・
鈴
木
真
年
校
正
『
校
正
井
上
正
鐡
眞
傳
記
』

が
明
治
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
、
井
上
祐
鐡
著
・
鈴
木
真
年
校
正
・

東
宮
鐡
麻
呂
増
補
『
校
正
増
補
井
上
正
鐡
眞
傳
記
』
が
明
治
二
十

一
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
原
著
者
名
と
書
名
を
引
き
継
が
れ
て

い
る
が
、
か
な
り
内
容
は
変
更
さ
れ
て
い
た
。

（
2
）　

本
書
の
ほ
か
に
は
、
す
で
に
、『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復

刊
五
三
号
（
平
成
二
十
八
年
）
で
翻
刻
し
た
「
先
師
野
澤
鐵
教
先

生
眞
傳
記
」
や
、
荻
原
稔
『
梅
辻
規
清
伝
記
資
料
』（
平
成
五
年
）

で
翻
刻
し
た
「
教
祖
梅
辻
規
清
大
人
實
記
稿
本
」（
東
北
大
学
所

蔵
本
）
の
原
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
「
賀
茂
規
清
大
人
略
伝
」

（
三
十
六
丁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）　

岸
本
昌
良
著
『
岸
本
誠
吉
の
生
涯
―
岸
本
家
の
歴
史
を
探
る
―
』

（
平
成
七
年
）
に
よ
る
。

（
4
）　

岸
本
家
に
は
、『
名
簿　

二
葉
教
会
』
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
二
葉
教
会
は
神
習
教
に
所
属
し
、
梅
辻
規
清
の
著
書

『
生
魂
神
供
次
第
記
』（
明
治
十
六
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
。

（
5
）　

荻
原
稔
「
禊
教
祖
井
上
正
鐡
の
出
自
に
つ
い
て
」（『
神
道
及
び
神

道
史
』
四
四
号
、
昭
和
六
十
一
年
）。

所
載
の
資
料
三
「
鳥
山
家
系
」
に
は
「
為
高
橋
源
五
右
衛
門
養
子
、

依
放
佚
流
浪
人
、
文
政
十
三
年
正
月
廿
二
日
、
於
越
後
荒
井
在
広

嶋
村
死
、
法
名
釈
教
証
、
葬
同
処
広
建
寺
」
と
あ
る
。

（
6
）　
『
井
上
正
鐡
翁
遺
訓
集
』
巻
之
二
「
雨
乞
」。

（
7
）　

麻
生
正
一
『
増
補
井
上
正
鐡
翁
在
島
記
』（
明
治
二
十
三
年
）
所

載
の
「
大
成
教
禊
教
各
教
会
位
置
及
職
員
数
一
覧
表
」
に
は
、「
大

成
教
禊
教
総
本
院
」
の
項
目
に
「
権
少
教
正
井
上
祐
鐡
」
と
あ
り
、

最
上
位
の
職
位
な
の
で
、
お
そ
ら
く
「
総
本
院
長
」
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
の
資
料
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
8
）　

森
正
康
「
禊
教
教
団
史
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
―
井
上
正
鐡
の
遺

骨
改
葬
を
め
ぐ
っ
て
」（『
常
民
文
化
』
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
）

に
お
い
て
、
遺
族
と
門
中
各
教
会
の
齟
齬
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

井
上
家
の
当
主
と
な
っ
た
井
上
祐
鐡
の
見
解
が
は
っ
き
り
と
し
た
。

（
東
京
都
立
青
峰
学
園
市
民
講
師
）
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【
資
　
料
】

凡
例

　

・　

底
本
は
、
岸
本
昌
熾
自
筆
本
で
あ
る
。

　

・　

�

底
本
の
丁
数
は
、」（
何
丁
オ
・
ウ
）
で
表
し
た
。
オ
は
表
頁
、
ウ
は

裏
頁
を
表
す
。

　

・　

本
文
は
、
原
本
の
自
筆
校
正
に
従
っ
た
。

　

・　

�

崩
し
字
は
、
正
字
体
に
し
た
が
、
通
用
の
字
体
と
同
じ
も
の
は
そ
の

ま
ま
用
い
た
。
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
は
、
そ
の
ま
ま
用
い
、
変
体

仮
名
は
ひ
ら
が
な
と
し
た
。

　

・　

割
注
は
小
さ
い
ポ
イ
ン
ト
で
記
し
た
。

　

・　

明
ら
か
な
誤
字
に
は
、
正
し
い
用
字
を
〔　

〕
で
補
っ
た
。

　

・　

句
読
点
は
、
読
解
の
便
の
た
め
、
荻
原
が
付
し
た
。

『
井
上
祐
鐵
先
生
傳
』　（
明
治
二
十
九
年
）

岸
本
昌
熾
著

　

井
上
祐
鐵
先
生
傳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
表
紙
）

　

井
上
祐
鐵
先
生
傳　
　

完　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
扉
）

　

井
上
祐
鐵
先
生
傳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岸
本
昌
熾
著

耒
耜
を
携
ひ
牛
馬
を
牽
き
、
風
雨
寒
暑
の
中
に
勞
働
し
土
地
を
購
ひ
、
而
し

て
後
ち
始
め
て
一
家
を
興
す
者
あ
り
。
先
祖
の
遺
訓
を
守
り
身
力
を
盡
し
、

心
思
を
焦
し
辛
酸
を
甞
め
、
螢
雪
の
功
を
積
て
後
ち
始
め
て
家
名
を
掲
く
る

者
あ
り
。
一
身
を
生
死
安
危
の
際
に
置
き
て
大
志
を
守
り
、
以
て
祖
先
の
教

を
百
世
の
後
に
傳
ふ
る
者
あ
」（
一
丁
オ
）
り
。
此
の
三
者
の
為
す
所
は
各
々

同
じ
か
ら
ず
と
雖
、
其
孝
子
た
る
は
則
ち
一
な
り
。
予
が
聞
く
所
を
以
て
す

れ
ば
、
先
生
克
く
一
身
を
以
て
祖
先
の
名
教
を
維
持
し
、
後
世
子
弟
の
亀
鑑

と
為
り
し
は
即
ち
、
孝
子
ハ
善
く
父
の
志
を
継
き
、
善
く
父
の
事
を
述
る
者

な
り
と
謂
ハ
ざ
る
べ
け
ん
や
。

先
生
、
姓
は
井
上
、
名
は
祐
鐵
、
小
字
は
立
太
郎
と
云
ふ
。
江
戸
の
人
に
し

て
秋
元
藩
士
な
り
。
父
は
教
祖
井
上
正
鐵
」（
一
丁
ウ
）
大
人
の
舎
弟
高
橋

熊
蔵
と
云
ひ
、母
は
サ
ト
と
云
ふ
。
文
政
元
年
（「
九
年
」
の
誤
り
―
引
用
者
）

丙
戌
十
一
月
廿
八
日
、
下
總
國
葛
飾
郡
砂
村
字
亀
高
村
に
於
て
生
る
。
五
歳

に
し
て
父
に
別
る
。
當
時
父
は
越
後
國
頚
城
郡
新
井
驛
に
住
し
、
醫
を
以
て

業
と
為
す
。
終
り
に
臨
て
遺
言
し
て
曰
く
、
予
れ
死
せ
は
、
一
子
立
太
郎
は

江
戸
に
在
る
兄
井
上
東
圓
に
托
し
て
養
は
し
む
べ
し
。
言
畢
て
逝
く
。
享
年

三
十
八
歳
。
時
に
文
政
十
三
年
正
月
二
十
三
日
の
事
な
り
き
。
教
祖
其
遺
言

あ
る
を
」（
二
丁
オ
）
以
て
直
ち
に
招
て
養
子
と
為
す
。
是
よ
り
先
生
神
田

岩
井
町
教
祖
の
家
に
帰
し
、
井
上
を
以
て
姓
と
為
し
、
養
父
母
の
手
に
生
育

す
。
教
祖
屡
々
居
住
を
移
轉
せ
ら
る
ゝ
毎
に
、
先
生
未
た
嘗
て
之
に
従
は
ざ

る
は
あ
ら
ず
。
或
は
信
州
追
分
驛
に
移
り
、
或
は
越
後
刈
羽
郡
坪
野
村
に
轉

ず
。
危
急
の
際
に
は
遺
さ
れ
て
孤
獨
の
思
を
為
さ
れ
し
こ
と
も
あ
り
。
或
時

教
祖
法
の
為
め
幕
府
の
嫌
疑
を
蒙
り
て
捕
部
の
探
偵
に
會
ふ
。
門
中
に
探
偵

吏
を
勤
む
る
」（
二
丁
ウ
）
者
あ
り
。
窃
に
之
を
教
祖
に
告
知
す
れ
ば
教
祖

輙
ち
去
る
。
其
疾
き
こ
と
脱
兎
の
如
し
。
焉
ぞ
一
家
を
率
ひ
る
の
遑
ま
あ
ら

ん
や
。
時
に
先
生
尚
幼
に
し
て
為
す
所
を
知
ら
ず
。
止
を
得
ず
し
て
人
の
童

僕
と
為
り
て
口
を
糊
す
。
既
に
し
て
教
祖
隙
を
窺
ひ
微
行
し
て
帰
り
来
り
、

一
家
を
纏
め
て
其
地
に
移
せ
り
。
先
生
由
て
始
め
て
其
苦
を
免
か
る
。
時
に

十
四
歳
な
り
。
是
れ
教
祖
が
初
度
の
法
難
に
遭
遇
せ
ら
れ
、
将
に
神
田
お

玉
ケ
池
の
宅
を
弃
て
ゝ
」（
三
丁
オ
）
北
越
地
方
に
遁
迯
せ
ら
れ
し
時
な
り
。

教
祖
の
先
生
を
教
育
せ
ら
る
ゝ
や
、
輾
轉
轗
軻
の
際
に
も
必
懈
ら
ず
、
恒
に

自
ら
教
諭
し
或
は
之
を
人
に
托
す
。
先
生
習
字
を
青
雲
堂
某
及
山
田
太
一
等

に
學
び
、
又
文
學
を
野
呂
北
海
に
就
て
修
す
。
教
義
は
教
祖
曾
て
先
生
を
従
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ひ
鳴
子
村
に
抵
り
、
高
弟
野
澤
鐡
教
を
し
て
齋
主
た
ら
し
め
、
自
ら
後
見
し

て
修
行
を
為
さ
し
め
た
り
。
武
藝
は
齋
藤
彌
九
郎
の
門
に
入
り
て
撃
劔
を
修

す
。
又
同
藩
士
鱈
澤
岡
右
衛
」（
三
丁
ウ
）
門
に
就
て
槍
術
を
練
る
。
教
祖

の
法
難
に
遭
遇
し
て
其
處
分
を
受
け
ら
る
ゝ
や
、
先
生
の
立
志
何
如
を
配
慮

せ
ら
れ
て
一
書
を
與
へ
、
其
決
答
を
促
さ
る
。
先
生
之
に
對
ふ
る
に
、
臣
と

し
て
は
君
に
事
へ
て
身
命
を
惜
ま
ざ
る
の
語
を
以
て
せ
し
か
ば
、
教
祖
其
返

答
を
得
て
大
い
に
安
心
せ
ら
れ
、歌
一
首
を
與
へ
ら
る
。
其
歌
に
曰
く
、た
ゝ

ひ
と
つ
忘
れ
給
ふ
な
君
の
恩
君
と
諾
美
と
は
か
は
ら
ざ
り
け
り
と
。
是
の

時
に
當
て
遺
族
及
門
人
等
も
亦
、
各
」（
四
丁
オ
）
各
其
處
分
を
受
る
者
あ

り
。
又
は
前
後
纔
に
法
網
を
遁
か
る
ゝ
者
あ
り
。
或
は
都
下
に
潜
伏
し
、
或

は
遠
近
に
隠
遁
す
。
父
母
を
措
き
、
妻
子
を
遺
し
、
其
惨
状
見
る
に
堪
へ
ざ

る
者
あ
り
。
即
ち
高
弟
野
澤
鐵
教
外
数
人
は
上
國
に
遁
れ
、
杉
山
秀
山
は
越

後
に
隠
る
。
其
他
失
踪
す
る
者
亦
多
し
。
時
に
先
生
は
幸
に
鱷
の
口
を
免
る

と
雖
、
幕
府
の
探
偵
厳
に
し
て
亦
家
に
在
る
能
は
ず
。
故
に
先
つ
身
を
旗
下

奥
津
左
京
に
寄
す
。
既
に
し
て
幕
人
五
味
吉
五
郎　
即
ち
」（
四
丁
ウ
）
野
澤
家

な
り　

の
女
を
娶
り
て
妻
と
為
す
。（
後
ち
二
男
二
女
を
擧
く
、
二
女
は
他
に

嫁
し
、
長
男
道
之
助
は
早
く
家
を
出
て
、
二
男
鐵
男
は
早
世
す
）
年
あ
り
て

奥
津
家
を
去
り
、
門
人
某
の
家
に
寓
す
。
意
合
は
ず
し
て
亦
此
を
出
つ
。
是

よ
り
後
ち
は
浮
浪
の
身
と
為
り
、
飄
蓬
依
る
所
な
く
、
其
の
思
志
も
亦
定
ら

ず
、
或
は
人
に
使
ハ
れ
、
或
は
自
活
す
。
時
に
勧
誘
す
る
者
あ
り
。
一
藩
士

某
の
守
護
養
子
と
為
る
。
教
祖
配
所
に
在
て
此
事
を
聞
き
大
い
に
怒
り
、一
」

（
五
丁
オ
）
書
を
門
人
安
西
一
方
に
與
へ
て
教
諭
せ
し
む
。
曰
く
、
予
れ
聞

く
、
立
太
郎
他
家
に
入
て
其
養
子
と
為
る
と
、
彼
は
吾
が
舎
弟
の
子
に
し
て

古
一
方　
真
鐵
大
人
な
り　

の
血
統
を
引
く
者
な
れ
ば
、
汝
能
教
誡
を
加
へ
信
心

厚
き
者
と
為
す
こ
と
に
盡
力
し
て
、
以
て
彼
を
引
立
つ
る
こ
そ
是
れ
古
一
方

へ
の
報
恩
な
り
。
若
し
其
の
心
な
く
ば
、
汝
は
一
方
な
る
名
號
を
継
き
た
る

其
の
詮
な
か
る
べ
し
。
安
西
一
方
之
を
視
て
大
い
に
驚
き
、
且
畏
怖
す
。
直

ち
に
先
生
を
忠
告
」（
五
丁
ウ
）
す
。
先
生
亦
驚
き
忽
ち
過
を
改
む
。
然
れ

ど
も
別
に
道
義
の
破
り
難
き
者
あ
り
て
、
直
ち
に
去
る
こ
と
能
は
ず
。
且

養
家
の
容
易
に
之
を
許
さ
ゝ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
惟
り
思
を
焦
す
の
み
な

り
。
逡
巡
の
間
、
教
祖
帰
天
す
。
先
生
其
報
に
接
し
て
大
に
驚
き
、
且
嘆
し

て
曰
く
、
大
人
既
に
還
ら
ざ
る
の
人
と
為
る
。
我
に
非
ず
し
て
誰
か
井
上
家

の
後
を
継
く
者
あ
ら
ん
や
。
奈
何
ぞ
一
日
も
猶
豫
す
べ
け
ん
や
。
乃
ち
離
縁

を
養
家
に
訴
ふ
。
養
家
許
さ
ず
。
是
に
於
」（
六
丁
オ
）
て
、
先
生
進
退
惟

谷
ま
る
。
乃
ち
奇
計
を
廻
ら
し
て
、
忽
ち
発
狂
人
と
為
り
、
室
内
牢
に
入
れ

ら
れ
身
を
苦
し
め
る
こ
と
玆
に
一
年
餘
な
り
。
而
し
て
後
ち
、
始
め
て
養
家

の
放
棄
す
る
所
と
為
り
、
終
に
離
縁
す
。
時
に
二
十
六
歳
な
り
。
然
れ
ど
も

一
家
の
困
窮
す
る
こ
と
甚
し
く
、
殆
と
生
計
に
方
な
し
。
故
に
町
家
に
居
住

し
、
手
工
を
以
て
一
家
を
糊
す
。
固
よ
り
不
馴
の
作
業
な
れ
ば
一
家
を
支
へ

難
く
、
終
に
廃
業
し
て
亦
萍
遊
す
。
知
己
に
或
る
旗
下
某
」（
六
丁
ウ
）
な

る
者
あ
り
。
知
行
を
常
陸
國
新
治
郡
蓮
沼
村
に
有
す
。
先
生
を
し
て
其
里
正

某
に
倚
ら
し
む
。
時
に
戊
辰
の
戦
乱
な
れ
ば
、
斯
く
先
生
の
為
に
畫
り
し
な

り
。
先
生
乃
ち
一
家
を
率
ひ
て
其
地
に
抵
る
。
里
正
一
宇
を
付
し
て
農
事
及

神
職
の
事
を
行
は
し
む
。
居
る
こ
と
五
年
間
な
り
。
明
治
五
年
十
一
月
、
養

母
の
病
報
に
接
す
。
急
に
郷
里
梅
田
村
に
還
り
、
薬
餌
に
侍
る
。
是
よ
り
先

生
自
ら
家
事
及
び
神
明
宮
の
祭
事
を
司
る
。
教
祖
の
法
難
後
は
遺
族
」（
七

丁
オ
）
并
門
人
等
は
大
抵
外
に
在
て
、
其
郷
里
に
寄
る
能
は
ず
。
短
き
は
數

年
間
、
長
き
は
數
十
年
間
飄
遍
す
。
先
生
は
其
最
長
き
者
に
し
て
、
其
始
め

家
を
出
し
よ
り
還
家
ま
て
三
十
一
年
間
の
久
し
き
な
り
。
教
祖
の
轉
居
せ
ら

る
ゝ
や
、
其
數
四
十
餘
回
に
及
ぶ
。
先
生
未
た
嘗
て
之
に
従
は
ざ
る
は
あ
ら

ず
。
而
し
て
教
祖
に
別
れ
て
後
ち
、
自
ら
居
處
を
轉
ず
る
こ
と
勝
て
計
ふ
べ

か
ら
ず
。
古
語
に
云
く
、
墨
突
黔
ま
ず
孔
席
暖
か
な
ら
ず
、
古
今
道
を
守
る

者
の
」（
七
丁
ウ
）
苦
艱
亦
思
ふ
べ
し
。
法
難
の
際
、
若
し
躓
て
逮
捕
せ
ら

る
れ
ば
死
刑
に
逢
は
ざ
る
も
、
必
入
獄
し
て
苦
楚
を
嘗
む
る
こ
と
を
免
か
れ
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ず
。
若
し
不
幸
に
逢
ひ
ば
三
浦
隼
人
の
如
く
、
牢
中
に
斃
れ
ん
の
み
。
此
際

誰
か
生
死
安
危
を
計
る
べ
け
む
や
。
故
に
明
治
の
昭
代
ま
て
は
、
皆
之
を
戒

め
公
然
布
教
を
為
す
者
な
し
。
法
難
後
梅
田
社
の
跡
は
、
大
抵
門
人
村
田
善

彌
、
井
上
姓
を
名
乗
て
其
留
守
を
預
り
、
神
事
及
ひ
家
事
を
擔
任
せ
り
。
今

先
生
の
還
家
す
る
」（
八
丁
オ
）
に
及
で
之
を
復
し
た
り
。
維
新
以
来
已
に

數
年
の
星
霜
を
経
た
れ
ば
、
時
勢
は
大
に
進
み
、
國
典
兵
制
文
學
教
育
を
首

と
し
て
凡
百
の
制
度
萬
般
の
法
規
に
至
る
迄
、
皆
其
端
を
発
せ
ざ
る
は
な
し
。

吾
が
神
道
も
亦
一
の
教
道
と
為
り
て
教
部
省
之
を
統
轄
す
。
是
に
於
て
梅
田

社
の
教
も
亦
興
る
。
八
年
十
二
月
、
先
生
始
め
て
教
導
職
試
補
と
為
る
。
又

諸
門
人
信
徒
等
相
謀
て
将
に
教
祖
の
墳
墓
を
三
宅
島
よ
り
内
地
に
移
さ
ん
と

す
。
又
是
を
遺
族
に
」（
八
丁
ウ
）
謀
る
。
先
生
曰
く
、
之
を
梅
田
の
舊
地

に
移
さ
ば
則
可
な
り
。
然
ら
ず
し
て
若
し
他
に
移
さ
ん
と
な
ら
ば
決
し
て
許

さ
ず
。
約
既
に
成
り
之
に
着
手
す
。
先
生
乃
ち
衆
を
勵
ま
し
、
倶
に
渡
島
し

て
其
事
に
盡
力
す
。
還
る
に
及
て
、
衆
中
或
は
前
約
に
背
く
者
あ
り
。
先
生

聴
か
ず
。
為
め
に
其
悪
む
所
と
為
り
た
り
と
云
ふ
。
谷
中
墓
地
分
骨
の
事
是

れ
な
り
。
時
に
十
一
年
五
月
な
り
。
十
月
十
八
日
に
至
り
、
失
恃
の
変
に
罹

り
、
哀
毀
禮
を
盡
せ
り
。
母
氏
の
病
蓐
に
在
」（
九
丁
オ
）
る
や
、
先
生
寝

食
を
忘
れ
て
薬
餌
に
侍
る
こ
と
七
年
の
間
、
猶
ほ
一
日
の
如
し
。
後
ち
亦
死

を
祭
る
こ
と
生
に
事
ふ
る
が
如
く
す
。
實
に
孝
行
至
ら
ざ
る
所
な
し
。
見
る

者
感
服
せ
り
と
な
り
。
大
に
村
内
の
人
望
を
得
、
十
五
年
の
夏
、
悪
疫
大
に

流
行
す
る
時
、
先
生
特
に
虎
列
刺
病
豫
防
衛
生
委
員
に
撰
任
せ
ら
れ
て
大
に

其
事
に
盡
力
す
。
是
よ
り
後
は
先
生
心
を
教
導
に
用
ひ
ら
れ
、
内
に
在
て
は

修
行
を
起
し
盛
ん
に
衆
庶
を
導
き
、
外
に
出
て
は
人
の
」（
九
丁
ウ
）
教
場

を
助
く
。
終
に
信
徒
數
百
名
の
多
き
を
有
し
た
り
。
齢
已
に
耳
順
、
而
し
て

身
健
と
雖
亦
自
由
な
ら
ざ
る
所
あ
り
。
遂
に
教
場
を
閉
ち
て
全
く
隠
遁
の
姿

と
為
り
、
夫
婦
倶
に
唯
教
義
を
守
り
餘
年
を
送
る
の
み
。
而
し
て
、
門
中
各

院
の
教
業
は
日
に
熾
に
月
に
進
み
、
歳
々
開
行
人
人
奨
勵
し
、
實
に
他
を
壓

倒
せ
ん
と
す
る
勢
ひ
な
り
。
或
は
擴
張
説
を
張
て
先
生
を
起
さ
ん
と
計
る
者

あ
り
。
或
は
身
分
の
昇
進
を
推
挙
し
て
、本
教
の
牛
耳
を
把
ら
し
」（
十
丁
オ
）

め
ん
と
試
み
る
者
あ
り
。
先
生
之
を
辞
せ
ど
も
許
さ
ず
。
止
を
得
ず
し
て
起

つ
。
遂
に
権
大
教
正
に
昇
り
、
次
て
大
教
院
々
長
と
為
る
。
先
生
已
に
老
す

と
雖
、
元
氣
毫
も
衰
へ
ず
。
曽
て
第
六
教
院
に
於
て
、
教
祖
の
事
蹟
を
顯
揚

せ
ん
が
為
め
、
其
教
義
及
び
事
蹟
を
編
纂
し
て
、
以
て
畏
く
も

天
皇
陛
下
の
聖
覧
に
奉
供
す
る
に
當
て
、
編
者
等
梅
田
に
派
し
て
、
其
事
實

を
先
生
に
質
問
す
。
先
生
其
記
憶
す
」（
十
丁
ウ
）
る
所
を
以
て
談
話
せ
ら
ゝ

こ
と
、
二
十
餘
回
な
り
。
晩
き
は
往
々
夜
に
入
る
と
も
、
一
回
も
缼
ず
。
一

日
病
あ
り
。
訪
者
躊
躇
せ
し
が
、
先
生
起
て
曰
く
、
予
れ
今
日
病
の
為
め
に

臥
せ
り
。
然
れ
ど
も
靈
神
の
事
に
就
て
は
予
れ
決
し
て
懈
た
ら
ず
と
、
病
を

力
め
て
談
話
を
せ
ら
る
ゝ
こ
と
平
常
の
如
し
。
又
同
院
に
於
て
教
祖
の
実
傳

記
を
作
り
て
刊
行
せ
し
こ
と
あ
り
。
先
生
之
を
聞
て
曰
く
、
教
祖
の
事
蹟
捜

索
は
尚
ほ
盡
さ
ゞ
る
所
あ
り
、
其
由
緒
最
北
越
」（
十
一
丁
オ
）
地
方
に
多

し
。
予
行
て
実
地
を
探
ら
ん
。
乃
ち
編
者
一
名
を
従
ひ
て
、
雪
中
旅
行
を
為

し
、
數
旬
間
徒
行
し
て
其
事
を
盡
す
。
時
に
六
十
九
歳
な
り
き
。
矍
鑠
と
謂

ふ
べ
し
。
方
今
本
教
の
形
勢
は
益
々
熾
に
し
て
其
勢
将
に
原
野
を
焼
く
火
の

如
し
。
又
先
生
の
光
栄
は
将
に
東
天
に
昇
る
日
の
如
く
な
り
。
是
れ
諸
門
中

の
人
々
堅
く
道
を
信
す
る
と
、
先
生
の
長
く
遺
教
を
守
ら
る
ゝ
と
の
致
す
所

乎
。
是
に
於
て
、誌
さ
ゞ
る
を
得
ず
。
明
治
二
十
九
年
三
月
中
」（
十
一
丁
ウ
）

旬
、
岸
本
昌
熾
謹
て
識
す
。」（
十
二
丁
オ
）

『
井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
稿
』（
明
治
二
十
九
年
）

井
上
祐
鐵
先
生
年
譜
草
稿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
表
紙
）

井
上
祐
鐵
先
生
年
譜　
　
　
　
　
　
　
　

岸
本
昌
熾
撰　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

�

先
生
、
名
は
祐
鐵
、
姓
は
井
上
氏
、
幼
名
は
立
太
郎
、
秋
元
藩
士
に
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て
江
戸
の
人
な
り
。
父
は
教
祖
井
上
正
鐵
大
人
の
實
弟
井
手
立
志
と

云
ひ
、
母
は
サ
ト
と
云
ふ
。
先
生
を
下
總
國
葛
飾
郡
砂
村
字
亀
高
村

に
生
む
。
先
生
、
後
ち
井
上
家
の
養
子
と
為
る
。
故
に
姓
を
井
上
と

云
ふ
な
り
。

文
政
九
年　
　

丙
戌　
　

十
一
月
二
十
八
日　

先
生
生
る
。　　

」（
一
丁
オ
）

　
　

十
年　
　

丁
亥　
　

先
生
二
歳
、
大
久
保
に
在
り
。

　
　
　

是
年
父
母
に
従
て
南
豊
島
郡
大
久
保
村
松
平
伯
耆
守
の
邸
内
に
轉
ず
。

　
　

十
一
年　

戊
子　
　

先
生
三
歳
、
越
後
國
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
父
母
に
従
て
越
後
國
頚
城
郡
新
井
驛
に
轉
ず
。
當
時
、
父
は
醫

を
以
て
業
と
為
す
。

文
政
十
三
年　

庚
寅　
　

先
生
五
歳
、

　
　
　

�

是
年
正
月
二
十
二
日
、
父
の
喪
に
逢
ふ
。
父
の
病
に
罹
り
暫
ら
く
病

蓐
に
在
る
や
、終
り
に
臨
て
遺
言
し
て
曰
く
、予
れ
死
せ
ば
一
子
」（
一

丁
ウ
）
立
太
郎
は
江
戸
に
在
る
兄
井
上
東
圓
に
遣
は
し
て
養
は
し
む

べ
し
と
言
畢
り
て
歿
す
。
享
年
三
十
八
歳
な
り
。
教
祖
直
ち
に
先
生

を
引
取
て
養
子
と
為
す
。
是
よ
り
、
先
生
神
田
岩
井
町
教
祖
の
家
に

抵
り
、
井
上
姓
を
侵
す
。

天
保
二
年　
　

辛
卯　
　

先
生
六
歳
、
江
戸
に
在
り
。

　
　

三
年　
　

壬
辰　
　

先
生
七
歳
、
信
濃
國
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
十
一
月
、
養
父
母
に
従
て
佐
久
郡
追
分
驛
に
轉
ず
。
當
時
養
家

は
醫
を
以
て
業
と
為
す
。
居
る
こ
と
四
年
間
な
り
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
二
丁
オ
）

　
　

六
年　
　

乙
未　
　

先
生
十
歳
、
江
戸
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
三
月
、
養
父
母
に
従
て
以
て
信
州
追
分
驛
よ
り
江
戸
に
還
り
、

日
本
橋
檜
物
町
に
住
す
。
是
の
時
よ
り
先
生
青
雲
堂
某
に
習
字
を
学

ぶ
。

　
　

八
年　
　

丁
酉　
　

先
生
十
二
歳
、

　
　
　

�

是
年
四
月
十
七
日
、
養
家
神
田
本
銀
町
に
て
火
災
に
罹
り
、
阿
玉
が

池
に
轉
ず
。
是
頃
、
先
生
山
田
太
一
よ
り
習
字
を
学
ぶ
。

　
　

九
年　
　

戊
戌　
　

先
生
十
三
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
二
丁
ウ
）

　
　
　

�

是
年
三
月
、
先
生
教
祖
に
従
ひ
鳴
子
村
に
抵
り
、
野
澤
鐡
教
齋
主
と

為
り
、
教
祖
後
見
し
て
道
の
修
行
を
為
す
。

　
　

十
年　
　

己
亥　
　

先
生
十
四
歳
、
越
後
國
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
五
月
、
教
祖
道
の
為
め
幕
府
の
嫌
疑
を
蒙
り
、
一
家
を
棄
て
神

田
阿
玉
が
池
よ
り
越
後
國
に
遁
る
。
先
生
乃
ち
一
身
を
處
す
る
に
道

な
く
止
を
得
ず
し
て
、
六
月
ニ
至
り
日
本
橋
槙
町
眼
科
醫
馬
島
瑞
伯

の
童
僕
と
為
る
。
十
二
月
に
至
り
教
祖
微
行
し
て
帰
り
来
り
、
一
家

族
を
纏
め
て
越
後
國
刈
羽
郡
高
尾
村
字
坪
野
に
移
す
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
三
丁
オ
）

　
　

十
一
年　

庚
子　
　

先
生
十
五
歳
、
梅
田
村
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
三
月
、
教
祖
家
族
を
率
ひ
て
越
後
國
よ
り
江
戸
に
還
り
、
難
波

町
門
人
三
浦
政
吉
の
家
に
寓
す
。
四
月
十
五
日
、
又
武
州
南
足
立
郡

梅
田
村
に
轉
ず
。
先
生
も
亦
之
に
従
ふ
。
是
頃
、
先
生
儒
士
野
呂
北

海
に
就
て
文
學
を
修
む
。

　
　

十
四
年　

癸
卯　
　

先
生
十
八
歳

　
　
　

�

是
年
二
月
、
教
祖
遠
島
の
處
分
を
受
け
ら
れ
内
地
を
去
る
に
臨
て
、

先
生
の
心
底
立
志
何
如
を
配
慮
し
給
ひ
、獄
中
よ
り
一
書
を
先
生
に
」

（
三
丁
ウ
）
與
へ
て
其
決
答
を
促
さ
れ
た
り
。
其
往
復
書
に
曰
く

　
　
　
　
　

�

其
許
、
未
た
若
年
ニ
付
、
心
底
を
案
じ
候
間
、
能
々
可
被
申
聞

候
。
云
云

　
　
　

先
生
之
に
對
て
曰
く

　
　
　
　
　

�
此
度
之
御
法
難
に
御
逢
ひ
御
入
牢
中
之
御
艱
難
御
配
慮
多
き
御

中
、
不
肖
之
某
を
御
案
じ
被
成
下
恐
入
難
有
奉
存
候
。
依
て
謹

て
御
受
申
上
候
。
臣
と
し
て
は
身
命
を
惜
ま
ず
君
に
仕
へ
奉
り
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候
之
外
更
に
心
底
無
御
座
候
。云
云　
　
　
　
　
　

」（
四
丁
オ
）

　
　
　

教
祖
の
返
柬
に
曰
く

　
　
　
　
　

其
許
心
底
委
細
被
申
聞
、
我
等
に
於
て
も
安
心
致
し
候
。

　
　
　
　
　
　

只
一
ト
ツ
忘
れ
給
ふ
な
君
の
恩

　
　
　
　
　
　
　

君
と
諾
美
と
は
替
ら
ざ
り
け
り

　
　
　
　
　

�

諾
は
男
神
に
し
て
伊
弉
諾
の
尊
、
美
は
女
神
に
し
て
伊
弉
冉
の

尊
、
諾
冉
両
神
に
よ
く
〳
〵
仕
へ
給
ふ
べ
し
。

　
　
　

�

教
祖
の
既
に
内
地
を
去
ら
る
ゝ
や
、
梅
田
社
は
解
散
し
て
、
其
遺
族

并
門
人
各
々
其
居
處
を
異
に
す
。
獨
留
守
居
あ
る
の
み
。
十
一
月
に

至
り
、
先
」（
四
丁
ウ
）
生
は
先
つ
、
牛
込
若
宮
町
旗
下
奥
津
左
京

に
寄
寓
す
。
是
頃
、
先
生
文
武
の
道
を
嗜
み
、
撃
劔
を
齊
藤
弥
九
郎

の
門
に
入
て
修
む
。
ま
た
槍
術
を
秋
元
藩
士
鱈
澤
岡
右
衛
門
に
就
て

練
る
。
是
年
三
月
に
至
り
、
幕
人
五
味
吉
五
郎　
即
ち
野
澤
家
な
り　

の

女
ノ
ブ
を
娶
り
て
妻
と
為
す
。
後
に
二
男
二
女
を
生
む
。
長
男
を
道

之
助
と
云
ふ
。
長
じ
て
両
親
の
意
に
背
く
所
あ
り
て
家
を
出
て
、
今

其
行
く
所
を
知
ら
ず
。
二
男
を
鐵
男
と
云
ふ
。
家
を
継
ぐ
。
早
世
す
。

長
女
を
ス
ヾ
と
云
ふ
。
小
浪
栄
次
郎
の
妻
と
為
る
。
今
下
谷
區
南
稲
荷
町

に
在
る　

次
女
を
マ
ン
と
云
ふ
。
小
澤
喜
之
助
の
妻
と
為
る
。
今
埼
玉
縣

浦
和
驛
下
町
に
在
る	

」（
五
丁
オ
）

弘
化
元
年　
　

甲
辰　
　

先
生
十
九
歳
。
下
總
國
に
在
り
。

　
　
　

�

九
月
に
至
り
、
奥
津
家
を
去
り
て
、
葛
飾
郡
木
下
川
村
門
人
村
越
治

郎
兵
衛
の
家
に
寄
寓
す
。

　
　
　

�

幾
程
も
な
く
し
て
亦
此
を
出
つ
。
是
よ
り
浮
浪
の
身
と
為
る
。
十
月

に
至
り
、
牛
込
築
土
町
幕
人
御
小
納
戸
役
雨
宮
雲
九
郎
に
仕
ふ
。
居

る
こ
と
一
年
間
餘
な
り
。

　
　

三
年　
　

丙
午　

先
生
二
十
一
歳
。
江
戸
に
在
り
。

　
　
　

�

是
年
四
月
、
雨
宮
家
を
出
て
、
或
人
の
勧
誘
に
由
り
、
芝
白
銀
臺
町

阿
州
藩
士
足
立
一
平
の
守
護
養
子
と
為
る
。時
に
教
祖
配
」（
五
丁
ウ
）

所
に
在
り
て
、
此
事
を
聞
召
め
さ
れ
、
直
に
一
書
を
安
西
一
方
に
與

へ
て
教
諭
せ
し
め
ら
る
。
其
の
書
に
曰
く
、

　
　
　
　

�

一　

立
太
郎
事
、
養
子
に
参
り
候
の
よ
し
、
貴
様
御
尋
能
々
御
さ

と
し
御
教
へ
可
被
成
候
。
是
は
小
子
弟
の
子
古
一
方　
真
鐵
大
人
な

り　

様
の
御
血
筋
を
引
申
候
も
の
ゆ
へ
、
御
骨
折
信
心
つ
よ
き
も

の
に
相
成
候
様
御
引
立
可
被
成
候
。
是
は
古
一
方
様
へ
の
御
奉
公

に
て
御
座
候
。
其
心
な
く
候
へ
ば
御
名
を
継
候
か
ひ
有
ま
じ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
六
丁
オ
）

　
　
　

又
修
行
の
こ
と
を
野
澤
鐵
教
に
も
依
頼
し
給
ふ
。

　
　
　
　

�

一　

立
太
郎
事
、
段
々
厚
御
世
話
の
由
忝
存
候
。
是
も
少
子
の
忘

れ
が
た
み
に
御
座
候
間
、
何
卒
法
を
能
々
修
行
い
た
し
候
や
う
頼

入
候
。

　
　
　

�

先
生
、
両
人
の
忠
告
に
預
り
、
大
に
驚
き
忽
ち
過
を
改
む
。
然
れ
ど

も
亦
道
義
の
破
り
難
き
者
あ
り
。
直
ち
に
去
る
能
は
ず
。
獨
思
を
焦

し
て
躊
躇
す
。

嘉
永
二
年　

己
酉　
　

先
生
二
十
三
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
六
丁
ウ
）

　
　
　

�

二
月
十
八
日
、
教
祖
三
宅
島
に
於
て
逝
去
す
。
先
生
其
報
に
接
し
大

に
驚
き
、
且
歎
じ
て
曰
く
、
大
人
既
に
還
ら
ざ
る
の
人
と
為
る
。
則

ち
我
に
非
ず
し
て
誰
か
井
上
家
を
継
ぐ
者
あ
ら
ん
や
。
愈
々
切
迫
し

て
急
に
離
縁
を
養
家
に
逼
ま
る
。
養
家
許
さ
ず
。
因
て
忽
ち
発
狂
し

て
、
室
内
牢
に
入
ら
れ
て
身
を
苦
し
む
る
こ
と
一
年
間
餘
な
り
。
而

し
て
後
ち
始
め
て
養
家
の
見
棄
る
所
と
為
り
、
終
に
離
縁
す
。

　
　

四
年　

辛
亥　
　

先
生
二
十
六
歳

　
　
　

�
是
年
九
月
、
一
家
を
本
郷
元
町
に
構
へ
、
手
工
を
以
て
生
計
を
營
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
七
丁
オ
）

　
　
　

教
祖
曾
て
手
細
工
の
事
を
先
生
に
諭
さ
れ
て
曰
く
、
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�

麥
を
つ
き
〳
〵
祓
を
唱
へ
難
し
、
亦
祓
を
唱
へ
な
が
ら
の
手
細
工

も
出
來
さ
る
べ
し
。
祓
を
唱
へ
な
か
ら
の
手
細
工
な
ら
ば
、
祓
は

唱
へ
、法
の
用
は
勤
め
、其
間
に
手
細
工
な
ら
ば
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。

　
　
　

と
。
今
、
先
生
の
手
工
を
為
す
は
蓋
し
此
教
に
従
ふ
な
ら
ん
か
。

　
　

七
年　

甲
寅　
　

先
生
二
十
九
歳

　
　
　

�

是
年
十
二
月
、養
母
男
也
氏
は
田
舎
の
百
姓
老
母
に
身
を
」（
七
丁
ウ
）

窶
し
て
、
辻
屋
金
五
郎
の
手
に
よ
り
、
駿
河
臺
大
小
路
の
邸
に
潜
伏

せ
ら
れ
し
が
、
捕
部
の
探
偵
甚
だ
巖
に
し
て
事
急
な
れ
ば
、
先
生
乃

ち
之
を
駕
篭
に
乗
せ
、
自
ら
護
衛
し
て
、
上
州
仁
田
郡
平
塚
河
岸
の

門
人
澁
澤
六
左
衛
門
の
家
に
抵
り
て
隠
さ
し
む
。
其
途
中
奪
は
れ
ん

と
す
る
こ
と
屡
々
な
り
し
が
、
先
生
と
轎
夫
の
盡
力
に
因
て
危
難
を

免
か
れ
た
り
と
云
ふ
。

　
　

九
年　

丙
辰　
　

先
生
三
十
一
歳

　
　
　

�

是
年
四
月
、又
養
母
男
也
氏
大
久
保
の
長
沼
澤
右
衛
門
の
」（
八
丁
オ
）

宅
に
於
て
捕
部
に
見
認
め
ら
れ
て
甚
た
危
し
。
因
て
先
生
同
伴
し
て

武
州
幡
羅
郡
西
野
村
門
人
髙
橋
亀
次
郎
方
へ
送
り
て
隠
さ
し
む
。
時

に
先
生
の
盡
力
啻
な
ら
ざ
り
し
と
云
ふ
。

「（
垂
れ
紙
）

文
久
元
年　

辛
酉　
　

先
生
三
十
六
歳

　
　
　

�

是
年
十
月
、
本
郷
元
町
の
一
家
を
閉
ち
て
、
濱
町
の
火
方
見
巡
役
佐

野
欽
六
郎
に
仕
ふ
。
居
る
こ
と
二
年
間
な
り
。

　
　

三
年　

癸
亥　
　

先
生
三
十
八
歳

　
　
　

�

是
年
六
月
、
佐
野
家
を
出
て
又
小
川
町
に
居
住
し
て
商
業
を
営
む
。

居
る
こ
と
三
年
間
餘
な
り
。
時
に
知
己
の
旗
本
萩
原
恃
之
進
な
る
者

あ
り
。
之
に
寄
る
数
月
間
な
り
。

慶
応
四
年　

戊
辰　
　

先
生
四
十
二
歳　

常
陸
國
に
在
り　
　

」（
八
丁
ウ
）

　
　
　

�

是
年
五
月
、
萩
原
恃
之
進
の
周
旋
に
由
て
一
家
を
率
ひ
、
其
知
行
所

新
治
郡
蓮
沼
村
に
抵
り
、
里
正
廣
瀬
太
兵
衛
に
寄
る
。
別
宅
し
て
村

内
神
職
の
事
を
扱
ひ
、
旁
ら
農
事
を
営
む
。
居
る
こ
と
五
年
間
な
り
。

明
治
五
年　

壬
申　
　

先
生
四
十
七
歳　

梅
田
村
に
在
り

　
　
　

�

是
年
十
一
月
、
養
母
男
也
刀
自
の
病
報
に
接
す
。
急
に
一
家
を
纏
め

て
梅
田
村
に
還
り
、
看
護
に
侍
る
。
是
よ
り
先
き
天
保
十
四
年
の
春
、

先
生
家
を
出
て
外
に
在
り
、
艱
難
辛
苦
す
る
こ
と
、
茲
に
三
十
一
年

間
な
り
。
教
祖
の
法
難
に
逢
」（
九
丁
オ
）
ひ
給
ふ
や
、
遺
族
并
門

人
の
中
、
追
放
の
處
分
を
受
け
た
れ
ば
、
各
々
郷
里
に
寄
る
こ
と
能

は
ず
。
法
も
亦
明
治
の
昭
代
ま
て
は
公
布
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に

或
は
数
年
、
或
は
十
数
年
間
浮
浪
し
て
外
に
在
る
者
あ
り
。
先
生
は

其
最
長
く
外
に
在
る
者
な
り
。
其
間
、
梅
田
社
の
跡
は
井
上
善
弥
、

大
抵
其
留
守
を
預
り
、
神
事
并
家
政
を
擔
當
せ
り
。
今
先
生
の
帰
宅

に
及
て
之
を
返
還
す
。
是
よ
り
後
は
、
先
生
皆
自
ら
司
ら
る
。

　
　

八
年　

乙
亥　
　

年
先
生
五
十
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
九
丁
ウ
）

　
　
　

�

是
年
十
二
月
廿
五
日
、
教
導
職
試
補
と
為
る
。
是
よ
り
先
生
教
導
に

心
を
用
ひ
ら
れ
、
修
行
を
建
て
、
信
徒
を
取
扱
ひ
、
数
年
の
後
は
終

に
数
百
名
の
多
き
に
至
り
た
り
。

　
　

九
年　

丙
子　
　

年
先
生
五
十
一
歳

　
　
　

�

是
年
十
二
月
一
日
、
神
道
三
部
の
所
管
に
属
し
、
神
道
興
隆
之
実
功

を
奏
す
る
こ
と
に
盡
力
す
べ
き
旨
、
三
部
長
稲
葉
大
教
正
よ
り
希
望

せ
ら
る
。

　
　

十
一
年　

戊
寅　

先
生
五
十
三
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
十
丁
オ
）

　
　
　

�

是
年
四
月
一
日
、
門
人
井
上
善
弥
死
す
。
先
生
其
禮
を
盡
し
、
後
ち

亦
祭
事
に
心
を
用
ひ
ら
る
。
善
弥
は
越
後
國
刈
羽
郡
高
尾
村
字
坪
野
、

村
田
喜
三
郎
の
弟
に
て
、
曾
て
教
祖
に
随
身
し
て
、
特
に
井
上
姓
を

賜
は
ら
る
ゝ
者
な
り
。

　
　
　

�

五
月
、
諸
門
人
信
徒
等
相
謀
て
、
教
祖
の
墳
墓
を
三
宅
島
よ
り
内
地
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に
移
さ
ん
と
欲
す
。
是
を
亦
遺
族
に
謀
る
。
先
生
曰
く
、
之
を
梅
田

の
舊
地
に
移
さ
ば
則
可
な
り
。
然
ら
ず
し
て
、
若
し
之
を
他
所
に
移

さ
ん
と
な
ら
ば
、
決
し
て
之
を
許
さ
ず
。
相
互
に
約
成
り
て
之
に
着

手
す
。
先
生
乃
ち
母
に
代
り
」（
十
丁
ウ
）
て
専
任
す
。
時
に
母
病

中
な
る
が
故
な
り
。
先
生
衆
を
勵
ま
し
て
倶
に
渡
島
し
、
其
事
を
成

せ
り
。
而
し
て
其
還
る
に
及
て
、
衆
中
或
は
前
約
に
背
ん
と
す
る
者

あ
り
。
先
生
聴
か
ず
。
為
め
に
其
悪
ま
る
ゝ
所
と
な
り
た
り
と
云
ふ
。

谷
中
墓
地
分
骨
の
事
、
是
れ
な
り
。
當
時
改
葬
発
起
者
に
て
渡
島
せ

し
者
は
、
東
宮
千
別
、
杉
村
敬
道
、
横
尾
信
守
、
麻
生
正
守
、
笹
本

福
次
郎
、
其
妻
の
ぶ
、
初
見
方
義
、
栗
山
浅
次
郎
、
林
徳
兵
衛
、
玉

川
ト
ク
、
チ
ク
、
外
二
人
、
先
生
等
な
り
。

　
　
　

�

十
月
十
八
日
、養
母
男
也
子
歿
す
。
先
生
哀
毀
禮
を
盡
す
。
母
の
病
」

（
十
一
丁
オ
）
蓐
に
在
る
や
、
寝
食
を
忘
れ
て
看
護
に
侍
る
こ
と
七

年
の
間
、
猶
ほ
一
日
の
如
し
。
実
に
孝
行
を
盡
さ
れ
た
り
。

　
　

十
三
年　

庚
辰　

先
生
五
十
五
歳

　
　
　

是
年
五
月
、
永
井
喜
助
の
女
ヤ
ホ
を
娶
り
て
妻
と
為
す
。

　
　

十
五
年　

壬
午　

先
生
五
十
七
歳

　
　
　

�

是
年
五
月
、
悪
疫
大
に
流
行
す
。
先
生
虎
列
刺
病
豫
防
衛
生
委
員
に

撰
任
せ
ら
る
。
大
に
其
事
に
盡
力
す
。

　
　

十
七
年　

甲
申　

先
生
五
十
九
歳　
　
　
　
　
　
　
　

」（
十
一
丁
ウ
）

　
　
　

是
年
二
月
廿
六
日
、
権
訓
導
と
為
る
。

　
　
　

�

十
月
十
日
、
権
少
講
義
と
為
る
。
是
よ
り
大
成
教
の
所
管
に
属
す
。

　
　
　

�

又
是
年
二
月
、
下
總
國
匝
瑳
郡
八
日
市
場
久
方
村
田
崎
長
信
、
上
總

國
望
陀
郡
臺
田
村
鶴
岡
信
僖
等
の
招
待
に
由
り
、
大
浦
村
、
蕪
里
村
、

髙
村
、
臺
田
村
外
、
村
々
へ
出
張
す
る
こ
と
二
回
、
修
行
を
建
て
、

教
導
を
助
く
〔
け
〕
た
り
。

　
　

十
九
年　

丙
戌　

年
先
生
六
十
一
歳

　
　
　

是
年
一
月
二
十
四
日
、
中
講
義
と
為
る
。

　
　

二
十
年　

丁
亥　

先
生
六
十
二
歳

　
　
　

�

是
年
六
月
十
七
日
、大
成
教
禊
教
社
長
福
田
町
教
會
擔
任
と
」（
十
二

丁
オ
）
為
る
。

　
　

二
十
三
年　

庚
寅　

先
生
六
十
五
歳

　
　
　

是
年
七
月
九
日
、
権
少
教
正
と
為
る
。

　
　

廿
五
年　

壬
辰　

年
先
生
六
十
七
歳

　
　
　

�

是
年
八
月
十
五
日
、
二
男
鐵
男
の
喪
に
罹
る
。
禮
を
盡
す
。
愁
傷
措

く
能
は
ず
。
曽
て
第
六
教
院
に
於
て
首
唱
し
て
、
将
に
教
祖
の
事
蹟

を
顕
は
さ
ん
と
し
、
其
教
義
并
事
蹟
を
編
纂
し
て
、　

以
て
畏
く
も

　
　
　

�

天
皇
陛
下
の
聖
覧
に
奉
供
す
る
の
際
、
編
者
等
梅
田
に
派
し
て
其

事
実
を
先
生
に
質
問
す
。
先
生
之
を
談
話
せ
ら
る
ゝ
こ
と
二
十
餘
」

（
十
二
丁
ウ
）
回
な
り
。
其
晩
き
は
往
々
夜
に
入
る
。
曾
て
一
回
も

之
を
缺
く
こ
と
な
か
り
し
。
一
日
病
あ
り
。
訪
者
躊
躇
す
。
先
生
起

て
曰
く
。
予
れ
今
日
病
の
為
に
臥
せ
り
。
然
れ
と
も
霊
神
の
事
に
就

て
は
決
し
て
怠
た
る
べ
か
ら
ず
。
則
ち
病
を
力
め
て
平
常
の
如
く
談

話
せ
り
。

　
　

二
十
七
年　

甲
午　

先
生
六
十
九
歳

　
　
　

�

是
年
春
、
第
六
教
院
に
於
て
教
祖
の
実
傳
記
を
作
り
て
刊
行
す
。
先

生
之
を
聞
て
曰
く
。
教
祖
の
事
蹟
を
調
ぶ
る
は
未
た
盡
さ
」（
十
三

丁
オ
）
る
所
あ
り
。
其
由
緒
最
北
越
地
方
に
多
し
。
予
れ
自
ら
往
て

実
地
を
捜
索
せ
ん
と
す
。
遂
に
編
者
一
名
を
同
伴
せ
し
め
て
、
雪
中

旅
行
を
為
し
、
十
數
日
間
徒
行
し
て
盡
力
す
。

　
　
　

五
月
廿
二
日
、
権
大
教
正
と
為
る
。

　
　

二
十
八
年　

乙
未　

先
生
七
十
歳

　
　
　

�

是
年
二
月
十
五
日
、
大
成
教
禊
大
教
院
長
と
為
る
。
是
よ
り
後
、
毎

月
三
回
、
梅
田
村
よ
り
通
勤
し
て
、
事
務
に
鞅
掌
す
。　
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」（
十
三
丁
ウ
）

　
　

二
十
九
年　

丙
申　

年
先
生
七
十
一
歳　
　
　
　
　
　

」（
十
四
丁
オ
）


